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月
６
日

（月）
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。

こ
の
サ
ー
ビ
ス
に
よ
る
手
続
き

を
利
用
す
る
と
、
転
出
届
時
に
市

区
町
村
窓
口
に
出
向
く
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
（
転
入
届
時
は
、
従
来

ど
お
り
転
入
先
の
市
区
町
村
窓
口

に
出
向
く
必
要
が
あ
り
ま
す
）。

な
お
、
海
外
に
引
越
し
す
る
方
は

オ
ン
ラ
イ
ン
の
手
続
き
は
で
き
ま

せ
ん
。

▼
手
続
き
に
必
要
な
も
の
＝

①
申
請
者
本
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド

※
ア
お
よ
び
イ
の
有
効
な
電
子
証

明
書
が
必
要
で
す
。

ア
：
署
名
用
電
子
証
明
書
（
暗
証

番
号
：
６
桁
か
ら
16
桁
の
英
数

字
）

イ
：
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書

（
暗
証
番
号
：
4
桁
の
数
字
）

※
券
面
事
項
入
力
補
助
用
暗
証
番

号
（
４
桁
の
数
字
）
も
必
要
で
す

※
暗
証
番
号
を
一
定
回
数
誤
る
と

ロ
ッ
ク
が
か
か
り
ま
す

②
「
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
」
ま
た
は

「
パ
ソ
コ
ン
お
よ
び
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド

リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
」

※
対
応
機
種
や
利
用

す
る
ま
で
の
事
前
の

準
備
に
つ
い
て
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

と
な
り
ま
す
。
「
戸
籍
抄
本
」
で

の
受
け
付
け
は
で
き
ま
せ
ん
。

②
査
証
欄
の
増
補
が
廃
止
さ
れ
ま

す
。

③
旅
券
発
行
後
６
カ
月
以
内
に
受

領
せ
ず
、
５
年
以
内
に
再
度
旅
券

を
申
請
す
る
際
は
、
手
数
料
が
通

常
よ
り
高
く
な
り
ま
す
。

④
申
請
書
の
様
式
が
変
更
さ
れ
ま

す
。
同
日
以
降
、
古
い
様
式
の
申

請
書
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

⑤
旅
券
の
残
り
の
有
効
期
間
が
１

年
未
満
で
、
旅
券
の
記
載
事
項
を

変
更
し
な
い
切
替
申
請
の
場
合
に

は
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
で
の
電
子

申
請
も
可
能
と
な
り
、
申
請
時
の

窓
口
へ
の
来
庁
が
不
要
と
な
り
ま

す
。
た
だ
し
、
交
付
時
の
来
庁
は

必
要
で
す
。
ま
た
、
窓
口
申
請
も

こ
れ
ま
で
ど
お
り
受
け
付
け
ま

す
。

※
詳
し
く
は
栃
木
県

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

確
認
く
だ
さ
い

問
市
民
課
☎

（２０）
３
０
１
６

オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
転
出
届
・

転
入
予
約
サ
ー
ビ
ス
開
始

全
国
の
市
区
町
村
に
お
い
て
、

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
に
よ
る
転
出

届
・
転
入
予
約
の
サ
ー
ビ
ス
が
２

問問合せ　申申込み

催し物などが中止や延期となる可能性があります。

いただくか、担当部署にお問い合わせください。

小
規
模
契
約
希
望
者
の

登
録
手
続
き

市
が
発
注
す
る
小
規
模
な
工

事
、
修
繕
お
よ
び
物
品
の
製
造
・

販
売
、
役
務
の
提
供
な
ど
の
受
注

を
す
る
場
合
に
は
、
小
規
模
契
約

希
望
者
登
録
が
必
要
で
す
。
登
録

は
随
時
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
希

望
す
る
方
は
手
続
き
を
お
願
い
し

ま
す
。
※
制
度
の
詳
細
、
様
式
な

ど
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
確
認
・
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
し
て
く
だ

さ
い

▼
登
録
資
格
＝
市
内
に
主
た
る
事

業
所
を
有
す
る
こ
と
、
本
市
の
入

札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
な
ど

▼
提
出
書
類
＝
登
録
申
請
書
、
納

税
証
明
書
、
誓
約
書
（
２
種
類
）
、

地
図
な
ど

問
契
約
検
査
課
☎

（２０）
３
０
２
７

旅
券
（
パ
ス
ポ
ー
ト
）
の
申

請
手
続
き
変
更
に
つ
い
て

３
月
27
日

（月）
以
降
、
旅
券
（
パ

ス
ポ
ー
ト
）
の
申
請
手
続
き
が
変

更
と
な
り
ま
す
。

▼
主
な
変
更
点
＝

①
手
続
き
に
戸
籍
が
必
要
な
場
合

は
「
戸
籍
謄
本
」
の
提
出
が
必
要

『『大大大切切切にに想想うう心心ににおお応応ええししまます』す』す』『大切に想う心にお応えします』

栃木県初！
動物葬祭１級ディレクター取得セレモニー
当社は完全個別火葬です

佐野市犬伏上町２２０９

こ
ど
も
医
療
費
助
成
の

受
給
資
格
者
証
に
つ
い
て

４
月
か
ら
栃
木
県
の
こ
ど
も
医

療
費
助
成
の
制
度
が
変
わ
る
こ
と

に
伴
い
、
新
し
い
「
こ
ど
も
医
療

費
受
給
資
格
者
証
」
を
３
月
下
旬

に
郵
送
し
ま
す
。
こ
ど
も
医
療
費

助
成
は
、
18
歳
ま
で
対
象
で
す
。

小
学
生
以
下
の
お
子
さ
ん
に
は
ピ

ン
ク
色
、
中
学
生
以
上
の
お
子
さ

ん
に
は
薄
だ
い
だ
い
色
の
受
給
資

格
者
証
を
お
送
り
し
ま
す
。
お
手

元
に
届
い
た
ら
、
保
険
情
報
な
ど

に
変
更
が
な
い
か
ご
確
認
く
だ
さ

い
。
４
月
に
な
っ
て
も
お
手
元
に

届
か
な
い
場
合
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

使
い
方
は
今
ま
で
と
同
様
で
、

県
内
の
医
療
機
関
な
ど
を
受
診
す

る
場
合
、
保
険
診
療
の
自
己
負
担

分
に
つ
い
て
は
、
窓
口
で
の
支
払

い
が
不
要
に
な
り
ま
す
。
受
診
の

際
は
「
こ
ど
も
医
療
費
受
給
資
格

者
証
」
と
、
お
子
さ
ん
の
「
健
康

保
険
証
」
を
必
ず
提
示
し
て
く
だ

さ
い
（
提
示
し
な
い
場
合
は
支
払

い
が
必
要
に
な
り
ま
す
）。
県
外

の
医
療
機
関
な
ど
で
受
診
し
た
場

合
は
一
旦
窓
口
で
の
支
払
い
が
必

要
で
す
。

問
こ
ど
も
課
☎

（２０）
３
０
２
３
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皆さんの生活に関することについてのお知らせです。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

最新の情報は市ホームページをご覧

地域アプローチによる少子化対策の取り組みについて

■問合せ＝総合戦略推進室 ☎（２０）３０１２

　本事業は、本市における少子化問題を克服するため、国のモデル事業として開始しました。令和４

年５月に庁内若手職員によるプロジェクトチームを結成し、９月には市長に対する中間報告を行いま

した。また、２月２２日（水）には内閣官房主催の全国自治体シンポジウムにて成果報告を行いました。

　地域評価ツールによる地域特性の分析やアンケート調査などを行った結果、本市では「第１子の出

生率が他の県内市町より低く、第１子出生に対して経済的・精神的不安を抱えている方がいること」、

「子育てにあたっては戸建て住宅などのゆとりある住環境を求めていること」などが浮き彫りになり

ました。これを受け、本市では令和５年度からこれらのニーズを満たせるよう

事業を展開していきます。

　また、今後につきましても、この事業を通じて構築した検討体制によりＥＢ

ＰＭ（合理的な根拠に基づく政策立案）を実施していくことで、結婚・妊娠・

出産の希望を叶え、出生率の向上とともに「持続可能な佐野市」を作ることを

目指していきます。

国
民
年
金
保
険
料
の
産
前
産

後
期
間
免
除
制
度
に
つ
い
て

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者

の
方
は
出
産
の
際
、
出
産
前
後
の

一
定
期
間
、
国
民
年
金
保
険
料
が

免
除
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

▼
免
除
期
間
＝
出
産
予
定
日
ま
た

は
出
産
日
が
属
す
る
月
の
前
月
か

ら
４
カ
月
間
（
例
：
５
月
５
日
が

出
産
予
定
日
の
場
合
は
、
４
～
７

月
）
双
子
な
ど
多
胎
妊
娠
の
場
合

は
、
出
産
予
定
日
ま
た
は
出
産
日

が
属
す
る
月
の
３
カ
月
前
か
ら
６

カ
月
間
※
こ
の
期
間
の
国
民
年
金

保
険
料
は
納
付
を
要
さ
ず
と
も
、

納
付
済
期
間
に
な
り
ま
す

▼
対
象
＝
出
産
日
が
平
成
31
年
２

月
１
日
以
降
の
方

▼
届
け
出
時
期
＝
出
産
予
定
日
の

６
カ
月
前
か
ら
届
け
出
で
き
ま

す
。
※
出
産
後
も
届
け
出
可

▼
届
け
出
先
＝
医
療
保
険
課
（
１

階
）、
田
沼
・
葛
生
行
政
セ
ン
タ
ー
、

各
支
所
※
郵
送
可

※
届
け
出
用
紙
は
各
窓
口
に
備
え

付
け
て
い
る
ほ
か
、
日
本
年
金
機

構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す

▼
届
け
出
に
必
要
な
も
の
＝
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
基
礎
年

金
番
号
通
知
書
、
母
子
健
康
手
帳
、

運
転
免
許
証
な
ど
本
人
を
確
認
で

き
る
も
の
※
郵
送
で
提
出
す
る
場

合
は
、
母
子
手
帳
の
出
産
予
定
日

が
確
認
で
き
る
ペ
ー
ジ
の
コ
ピ
ー

を
添
付
し
て
く
だ
さ
い

問
医
療
保
険
課
☎

（２０）
３
０
１
９

栃
木
年
金
事
務
所

☎
０
２
８
２

（２２）
６
０
７
４

賃
貸
住
宅
契
約
時
の
注
意
点

賃
貸
住
宅
を
契
約
す
る
と
き

は
、
次
の
こ
と
に
注
意
し
ま
し
ょ

う
。
①
自
分
の
目
で
物
件
の
状
況

を
確
認
。
②
重
要
事
項
説
明
書
の

内
容
を
確
認
。
③
契
約
書
の
内
容

を
確
認
し
、
納
得
し
て
か
ら
契
約
。

ま
た
、
退
去
時
に
は
原
状
回
復

費
用
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
が
多
く

み
ら
れ
ま
す
。
借
主
負
担
と
な
る

原
状
回
復
の
範
囲
に
つ
い
て
、
事

前
に
賃
貸
借
契
約
書
や
国
土
交
通

省
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
確
認
・
理

解
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

困
っ
た
と
き
に
は
、
消
費
生
活

セ
ン
タ
ー
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

問
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

☎
（２０）
３
０
１
５

（
平
日
午
前
９
時
～
午
後
４
時
）

消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

☎
（
局
番
な
し
）
１
８
８




